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昭和45年3月 30日
告 辞

富山大学長 後 藤 秀 弘
ここに昭和44年度卒業生および専攻科修了生諸君の卒業

の門出を迎える にあた り衷心よりお祝い申し上げますとと
もに， 父兄の方々が今日まで払われた ご辛苦に対して探い
感謝と敬意を表する ものであります。

私は諸君の前途を祝福する とともに少しく所懐を述べて
儲けの言葉にいた した いと思います。 ！ 

諸君は小学校に始まる 長かった 学校生活の終り近くに 際
して静かな学究生活の場である べき大学においてた また ま
大学改革の時期に遭遇されました 。

大学は今， ゆれ動く嵐のなかにあります。これ は世界
的， 全国的風潮であって本学もその例外 ではなく長期にわ
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た る 紛争を伴い本日に至ってもまだ充分に解決の曙光をみ
た とはいえません。

学園生活の最後に経験された 長期にわた る 紛争 を 通 し
て， 多くの諸君はそれぞれ社会 や大学に対する 疑念， 自己
の進 退など深く悩み苦しまれた ことと思います。これはま
た ， とりもなおさず大学に残る 教官， 在学生も同様であっ
て， 大学の責任者として諸君に深くお詫びする とともに自
ら省りみてこのような事態が再び繰り返されないよう改め
る べきは改めて， 漸次大学をより良く改革する よう努力を
続けた いと思います。
今年は大学紛争があった とはいえ，諸君の就職状況は幸

わい好調であり， さらに学究生活に入る人を除き大多数の
諸君は希望 する 方面に就職して社会人として立派に活躍さ
れる ことが期待されております。
我国の大学を回顧すれば， 明治の末期より大学は増設の

方向に進 みました が太平洋戦争まではまだまだわずかな数
でした 。しかし戦後， 大学は急増し， また 社会 の進 歩， 文
化の 向上に伴いその数は年々増加の一途をた ど り 4 年 制
大学は500になんなんとし， 学生数は15 0万と称せられてい
ます。同年代の青年の20パ｛セント以上が大学へ進 学して
おり， その率が30パーセントを超える のも遠い将来でない
と言われております。戦前は確かに大学卒業者はエリート
であり特別の待遇で迎えられた ものですが， 近年は決して
エリートではありません。諸君は社会人の真の1年生とし
て出発する にあた り強い覚悟と旺盛な気力が必要でありま
す。

今や科学技術は急激に進 歩して止まる ところは， はかり
しれません。10年前には人類がこんなに早く月 旅行ができ
る とは夢にも思いおよびませんでした 。技術革新時代， 最
近では情報化時代と言われる 実社会 に飛び込む諸君は， 今
までの学 習で得られた 知識ではた だちに不自由も生じ， ま
た人間疎外 の環境にた た される ことと思います。普から60
の手習いと言う言葉がありますが最近の生涯教育という言
葉がこれにあた る と思います。諸君も生涯研鏡を積まれ，
1日1日を社会 のた めに努力し， 人類の福祉につながる 有
意義な人生を送られる よう期待いた します。

諸君は大学において， これからの研究の手ほどきを学ば
れた ので、あり， 長年の学園生活でいろいろの人間関係を体
験されました 。今後は社会 人として今までの知識をできる
だけ活用し経験を豊かにして， 社会 における 真の指導者に
なられる よう心から期待する ものであります。

諸君は4 年にわた って学ばれた 学園とも今日， 別れる わ
けでありますが今後の社会 生活の折々に在学中諸君と親し
んでこられた 教宮， 職員，学友そして常に諸君とともにあ
った この学園を思いおこしていた だき， ときには学園に帰
って勉強をした り， また 大学の発展にご助言をいた だけれ
ば甚だ幸わいであります。

諸君のご健康とご発展を祈り私の告辞といた します。
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関 係 法 令

（欝習）
省 令

学校基本調査規則の一部を改正する 省令（文部 1 ) 
2 . 26 

学校保健統計調査規則の一部を改正する 省令（文
部2 ) 2 .26 
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する
省令（大蔵10 ) 3 .31 

規 則
採用試験の一部を改正する 規則（人事院8 -18 ) 3. 2 
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部
を改正する 規則（会計検査院1 ) 3 . 13 

訓 令
文部省所管旅費規則の一部を改正する 訓令（文部
4) 2. 4 
文部省所管船舶乗組員に対する 旅費支払規則のー
部を改正する 訓令（文 部5) 2. 4 
文部省 記録文書分類表を定 める 訓令（文部6 ) 2 .2 1 
教員等の勤務時間の特例に関する 規程の一部を改
正する 訓令（文 部7 ) 3 .16 
国立学校等の職員の休憩時間及び休息時聞に関す
る 規程の一部を改正する 訓令（文部8 ) 3 . 16 

学 内 規 則

富山大学文理学部規則の一部改正

富山大学文理学部規則の一部を改正する 規則を次のよう
に制定 する 。

昭和45年2月 6 日
富山大学長 後藤秀弘

富山大学文理学部規則の一部を改正する 規則
富山大学文理学部規則（昭和2 6年 9 月 7 日制定 ）の一部

を次のように改正する 。
別表中，理学科の表の生物学専攻課程のうち，専攻科目

の項の選択科目
「
｜ 応用生物学実験 1争 を」

「
応用生物学実験 1 // に改める 。放射線生物学実験 1争

」附 則
この規則は， 昭和45年 2月 6 日から施行し，昭和44年12

学

月 1日から適用する 。
富山大学施設整備委員会規則の制定

富山大学施設整備委員会規則を次のように制定 する 。
昭和45年2月 1 6日

（趣旨）
富山大学長 後藤秀弘

富山大学施設整備委員会規則
第1条， この規則は，富山大学（以下「本学」という。〉

学則第49条の規定 に基づき， 富山大学施設整備委員会（
以下「委員会」という。〉 の所掌事項， 組織および運営
等について定 める 。
（所掌事項）

第2条 委員会は，学長の諮問により本学の施設整備 に関
する 次の各号に掲げる 事項を審議する 。
(1）土地，建物に関する 選定 配置および整備に関する 事

項（鉛 土地の使用および風致に関する 事項
(3）土 地，建物に関する 長期整備計画に関する 事項
(4）その他土地， 建物に関する 重要事項
（組織）

第3条 委員会は，次の各号に掲げる 委員をもって組織す
る 。
(1）学 長
(2）各学部長および教養部長
(3）附属図書館長
(4）事務局長
(5）学生部長
(6）庶務部長，経理部長および学生部次長
(7）施設課長
(8）各学部および教養部教授 各1名

2 前項第8 号の委員は，当該学部長また は教養部長の推
せんにより学長が命ずる 。

3 学長は，関係事項の審議に関し，必要と認めた とき
は，本学職員および経営短期大学部主事を臨時の委員に
命ずる ことができる 。
（任期〉

第4条 第3条第1 項第8 号の委員の任期は，2年とし，
再在を妨げない。た だし，その補欠委員の任期は，前任
者の残任期間とする 。
〈議事）

第5条 委員会は， 学長が招集し， その議長となる 。た だ
し，学長に事故ある ときは，学長の指名 する 委員がこれ
に代わる 。

第6条 委員会は，委員の3分の2 以上が出席しなければ
開会する ことができない。

2 議事は， 出席委員の過半数をもって決し，可否同数で
る とあきは，議長がこれを決する 。
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（庶務）
第7条 委員会の庶務は， 施設課において処理する 。

附 則
1 この規則は， 昭和45年2月16日から施行する 。
2 富山大学建築委員会規則（昭和29年2月26 日制 定）
は， 廃止する 。

富山大学 協議会規程の一部改正

富山大学協議会規程の一部を改正する 規則を次のとおり
制定する 。

昭和45年2月27日
富山大学長 後藤秀弘

富山大学協議会規程の一部を改正する 規則
富山大学協議会規程（昭和27年 1月18日制定）の一部を

次のように改正する 。
題名を次のように改める 。

富山大学協議会規則
第3条（見出しを含む。）を次のように改める 。
（組織）

第3条 協議会は， 評議員である 者をもって組織する 。
第7条第1 項中「 構 成員」 を「協議員」に改める 。
第8条中「 本会」を「協議会」に改める 。

附 則
この規則は， 昭和45年2月27日から施行する 。
富山大学 における予算執行職員の補助

者の官職指定に関する内規の一部改正

富山大学における予算執行職員の補助者の官職指定に関
する 内規の一部を改正する 肉親を次のように制定する 。

昭和45年3月9 日
富山大学長 後藤秀弘

富山大学における予算執行職員の補助者の官
職指定に関する 内規の一部を改正する 内規

富山大学における予算執行職員の補助者の官職指定に関
する 内規（昭和41年 3月31日制定）の一部を次のように改i
正する 。

別表 1 （支出負担行為担当官の補助者）中， 各学部およ
び教養部の会計係長欄の事務の範囲の項のうち「物品， 役
務」を「 物品， 留学生給与， 役務」に改める 。

別表3 （支出官の補助者）中， 各学部および教養部の会
計係長欄の事務の範囲の 項 の うち「物品， 役務」を「 物
品， 留学生給与， 役務」に改める 。

附 則
この内規は， 昭和45年4月 1日から施行する 。

昭和45年2月・3月
富山大学 職員ホール運営内規 の

一部改正

富山大学職員ホーノレ運営内規の一部を改正する内規を次
のように制定する 。
昭和45年 3月31日

富山大学長 後藤秀弘
富山大学職員ホ｛ノレ運営内規の一部を改正する 内規

富山大学職員ホーJレ運営内規（昭和41年 1月 1 日制定）
の一部を次のように改正する 。

この内規中「及び」を「および」に， 「並びに」を「な
らびに」に， 「 又は」を「また は」に改める 。
第2条第2 項中「人事課長」を「 庶務部人事課長（以下

「人事課長」という。〉」に改める 。
第5条を次のように改める 。
（利用手続）

第5条 職員ホーfレを利用しようとする 者は， 別記第1号
様式の利用申込書を人事課長あて提出しなければならな
し、。

2 学外 者に職員ホーJレを利用させようとする ときは， そ
の世話人である 本学常勤の職員が利用責任者となり， 前
項の手続きを行なうものとする 。

3 前2項の利用申込みは， 利用日の2週間前から庶務部
人事課能率係で受け付ける 。

4 人事課長は， 前項の利用申込みの受け付けにより支障
がないと認めた ときは， 別記第2号様式の利用許可書を
交 付する とともに， 宿泊利用について許可した とき（次
条た だし書の場合を除く。〉は， 別記第3号様式の利用
許可通知書により経理部経理課長あて通知する ものとす
る 。
第6条を第7条とし， 同条第2 項中「 特に経費を要した

者は， 」を「特に（食事代等〉経費を要した 者は， 」に改
める 。
第5条の次に次の1条を加える 。
（使用料〉

第6条 職員ホーノレを宿泊のた めに利用しようと す と 者
は， 使用料として一人一泊につき25 0 円を経理部経理課
に納付しなければならない。た だし， 本学の教職員が公
務上宿泊の必要がある 場合で人事課長が認めた ときは，
使用料を徴収しないことができる 。

2 使用料は， 前納とする 。
3 既納の使用料は， 返付しない。
別紙第1号様式および別紙第2号様式を別紙のように改

める 。
別紙第2号様式の次に別紙の別紙第3号様式を加える 。

附 則
この内規は， 昭和45年4月 1 日から施行する 。
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第123・124号
別記第1号 様式

生蔓墾塁四三j三一l__i豆一

富山大学職員ホール利用申込書
昭和 年 月

富山大学庶務部人事課長 殿
利 用 者（利用責任者）職 氏 名
下記のとおり職員ホ｛ノレを利用した いので、許可願い

ます。

日

＠ 

記
1 利 用 目 的
2 利用者（人員）
3 利 用 期 間

昭和 年 月
昭和 年 月
昭和 年 月

4 利 用 室
5 そ の 他

日 時から 時まで
日 時から
日 時まで

別記第3号様式
｜ 富山大学職員ホール利用許可通知書

昭和 年 月 日
富山大学経理部経理課長 殿

富山大学庶務部人事課長 回

下記のとおり職員ホーノレ の利用を許可しました ので、
通知します。

記
1 利 用 目 的

2 利用者（人員〉
3 利 用 期 間

昭和 年 月
昭和 年 月
昭和 年 月

4 利 用 室
5 そ の 他

日 時から 時まで
日 時から
日 時まで

諸 2』
:a; 議

第19回評議会（2月6日〉

（議題）

1 教官人事について（薬 学部〉

学

別記第2号様式

富山大学職員ホール利用許可書
昭和 年 月 日
殿

富山大学庶務部人事課長 国

月 日付け申込みの職員ホールの利用について
は下記のとおり許可します。

記
1 利 用 目 的

2 利用者（人員）
3 利 用 期 間

昭和 年 月
昭和 年 月
昭和 年 月

4 利 用 室
5 そ の 他

日 時から 時まで
日 時から
日 時まで

2 昭和45年度富山大学学生募集要項の一部改正について
3 富山大学文理学部規則の一部を改正する規則（案）に
ついて

4 富山大学附属図書館図書選定委員会規則（案）の制定
について

5 そ の他
（報告事項〉

1 富山大学施設整備委員会規則について
2 経済学部問題について

第1園教養部運営協議会（2月 6日）

（議題）

1 富山大学教養部運営協議会規則を改正する規則（案）
について

2 そ の他
富山大学問題対策本部会議（2月14日）

第6回大学院委員会（2月17日〉

（謹 題〉
1 昭和45年度富山大学大学院薬 学研究科第2 次入学者選

抜試験合格者について
第10回協議会（2月27日〉

（議題〉

1 富山大学教養部長候補者の選考について
2 富山大学協議会規程の一部を改正する規則（案）につ

いて
第20回評議会（2月27日）

（議題）
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昭和45年 2月 ・ 3月報

富山大学教養部長候補者の選考について
第21固評議会（3月14日）

（議題〉

1 昭和45年度富山大学教育専攻科入学者選抜試験合格者
について
昭和44年度卒業式について
卒業認定の評議会開催の日取りについて
工学部学生の卒業認定について
昭和45年度入学式について

6 公開質問状および経済学部学生ストについて
（報告事項〉

1 昭和45年度富山大学大学院工学研究科第2 次入学者選
抜試験合格者について

2 昭和44年度大学院修土学位記授与式および昭和45年度
大学院入学式について

富山大学問題対策本部会議（3月1 4日）

第8園大学院委員会（3月18日）

持廻り
（議題 ）
1 昭和44年度富山大学大学院修士課程修了者の認定につ

2 
3 

4 
5 

いて
第22回評請会（3月21日）

（議題）

経済学部教授会の要望書 について
第23固評議会（3月26日〉

（議題 ）
1 昭和44年度卒業者（工学部を除く）の認定について

昭和45年度入学式について
3 公開質問状について
（報告事項〉

昭和44年度大学院修士課程修了者について
採点委員等の報告を評議会で行なうよう求められた。

2 

富山大学協議会規程の一部を改正する 規則（案）につ
いて
富山大学名誉教授の称号授与について
教官人事について（教育学部・工学部）
昭和44年度予算配分 （案）について
学生の転学部について
中教審の「高等教育の改革に関する基本構想試案」に

ついての意見に対する 回答について
経済学部問題について

8 昭和44年度卒業式について
（報告事項〉

1 昭和45年度富山大学大学院薬 学研究科第2 次入学者選
抜試験合格者について

2 学生の転学科および専攻移動について
3 昭和45年度入学志願者数について
第 2 回教養部運営協議会（2月27日）

（議題）

1 富山大学教養部長候補者の選考について
第3回教養部運営協議会（3月 1 日）

（議題）

1 富山大学教養部長候補者の選考について
第7回大学院委員会（3月13日）

（議題）

1 昭和45年度富山大学大学院工学研究科第2 次入学者選
披試験合格者について

2 修士課程修了を認定する 大学院委員会開催の日取りに
ついて

3 昭和44年度富山大学大学院修士学位記授与式および昭
和45年度大学院入学式について

4 推せん入学について
第11回協議会 （3月1 4日〉

（議題）

5 
6 

7 

円L

qu

4・

2 

｜完令年月日 1
1 45. 2 , I 富山大学長
1 � I 
1 45. 2. 作 部 大臣
｜特 3 1 1 富山大学長
L � ｜ 文 部大 臣
I � I 
I � l 
] 45. 3・ ， I 富山大学長

事 務 補佐 員1 商（教 養 部） ｜肌
教 授 ｜（教 養 部）｜

（要 阪大学薬品） ｜ 難 波 恒
助 教 授 I IQ 品（電気通信大 学）I / /J", 隠

ェ見－主一志l技 能 員 ｜（薬学部薬 務手 ）｜

動異事人

発令者”、，廿内動異名氏職官現

� 

事務補佐員（教養部）に採用する
辞職を承認する
附属図書館長に併任する評議員に併任する（任期45. 2 . 20～47. 2.19) 
講師（薬 学部）に採用する

美
子
平

明
恵

新

村
J 11 

本

北

杉

教授（薬学部）に昇任させる
晃
雄

紀口竹

� 教授（工 学部〉
� � 助教授（薬 学部）夫是正

～7 水清
事務員 （薬 学部）に配置換する
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（高意書警富）｜水野久美子｜
｜原田節 枝｜

塁丞r�皇室LI_ ＿！�井恭子j
（霊育教学喜）｜山口政則 ｜

｜高 田礼子｜
（霊務霊佐言〉｜赤井裕八郎｜

品..... 
7-

大阪教育大学に出向させる ！ 。 ！ 技能補佐員（庶務部庶務課，電話交換手〉に I 45 . i 採用する I I 辞職を承認する ｜ 
教授（教育学部〉に昇任させる 1 45. 3 1 61文 部 大臣
事務補佐員（教養部）に採用する i 45. 3 1 9  i富山大学長
辞職を承認する 14s. 3 21 1 

教 授｜ ｜ （教 育 学 部）｜一法師頼忠｜教授（教育学部）に昇任させる i 4s. 3 3 0 I文 部 大臣
14s. 3 31 I グ（整済 学審〉｜内田穣吉｜辞職を承認する

( � 〉｜花井益一！
〈霊童喜）｜海原裕昭｜

居済 学事〉｜妙見 孟 1
1菱重撃富）｜水野 透｜教 諭｜ ｜ （顎ず 部附属中｜川井正 信 I
L_: ）｜筆 ハル｜。 ｜ ｜（教育学部附属小｜斉藤久美子｜学校〉 ｜ ｜ 

（妻理務学書）｜斉藤義康｜
（工 各 部〉｜松沢義治 ｜
（事 務ラ補佐）｜藤森清一｜
（義宅事r富）｜北林秀次郎｜
子�設一言一〉｜平石佐一郎｜
（高遺言警高）｜宮 本唯雄｜
（警務事 佐喜）｜荒木一雄｜

q 
か
占》

。
� 
« 
か
。
« 
q 
q 
か
q 
q 

ェ事Jと＝�；リ金岡静子［昭和45年3月 30日限り退職した
〈庶務部 4庶務課 パ竹内香津子｜

; ）｜中 林和子｜ 。
占》

q 
q 

I q I 
I q I 
I q 1富山大学長

I q l q 

I q ｜文 部 大臣

\ q I q 
「�－－－－l�wλ瓦
\ q l 
I q l_ 
I q I 
｜ グ ｜
I q 1· 
L二I q 
I q I 
I q I 
I q I q 

（工 多 部）｜木下 弘子｜
（学 4 課）｜藤井 明｜
（襲轟認為責〉｜横山孫三i
（霊育 学喜）｜佐々 亮｜ 昭和附月31日限り停年により退職した r 45. 4 1 I文部 大臣

）｜大滝直平｜
〉｜菅野貞雄｜

（薬 毛 部）｜飯 田武夫｜
（工 与 部）｜横山辰雄｜

q 
q 
q 
q 

（霊務事佐喜）｜長田美喜子｜昭和4附月 31日限り退職した
； ）｜星野靖子｜ q 

- 6 -

I q I 
I q I 。
「τ｜
I q I 
I � 1富山大学長
I q I 



報

学 内 諸 報

教養部長の改選

渡辺教養部長の任期満了に伴う教養部長候補者を推せん
する 選挙は，2月25日に教養部会議室において行 な わ れ
た。

選挙の結果，教養部梅原隆章教授が選ばれ3月1 0日教養
部運営協議会，3月14日協議会の議を経て教養部長候補者
に決定，4月 1日付にて就任した。

梅原教授は，昭和17年9月京都帝国大学文学部史学科を
卒業，ひきつづき同大学院に在学，昭和23年4月富山高等
学校に講師として迎えられる まで研究に従事したほか，と
の間昭和17年10月から終戦まで軍務に服した。

昭和27年 7月富山大学助教授（文理学部），昭和42年9
月1日同教授（教養部〉に昇任。この間，附属図書館文理
学部分館長，学生部長，評 議員，補導協議会委員等に併
任。また昭和39年に文学博士の学位を受けた。専門は歴史
学日本史。滑川市出 身。

附属図書館長の改選

附属図書館長長谷純一の任期が2月19日をもって満了し
たのにともない，1月30日開催の協議会において，かねて
附属図書館商議会が推せんした3 候補について選考し，そ
の結果杉本新平教授が次期附属図書館長に選ばれ，2月20
日付で就任した 。

杉本 附属図書館長は本年47才，富山市出 身，第四高等学
校を経て昭和21年京都帝国大学文学部哲学科を卒業，同年

金沢工業専門学校講師，昭和23年5月富山薬学専門学校講
師，昭和24年5月富山大学薬学部講師，昭和26年3月文理

学部講師，昭和29年4月教育学部講師併任，昭和31年4月
富山大学文理学部助教授，昭和42年4月教養部助教授，昭
和43年1月富山大学教養部教授に昇任，現在にいた ってお
り，担当科目は倫理学である 。

施設整備委員会規則の制定について

施設整備委員会規則が2月1 6日に制定され，同日施行さ
れた。

このた びの制定は，従前の建築委員会規則の全部改正に

昭和45年2月・3月
を含む総体的な修正が必要となり，他に技術的修正を含め
てあらたに施設整備委員会規則を制定する に及んだもので
ある 。

施設整備委員会規則の各条項に規定される内容について
は，あらためて説明する までもないが，第3条第3 項に規
定される 「臨時の委員」は，本学の他の諸委員会にはみら
れない性格の委員である ので，この委員の役割りについて
説明し，事務の参考に供する こととしたい。
0臨時の委員をおく趣旨

第3条第3 項の規定の目的は，所掌事項の審議に関し，
その事項に精通する 通常の委員以外 の職員の出席を求め，
その者に対し，通常の委員と同様の審議権を与える ことに
ある。

この種の職員としては，単にオプザ戸パーとして出席さ
せ，必要に応 じ発言権を与える ことも可能ではある が，本
委員会の性格上，より効果的に，かつ，円滑な議事の推進
を図る ため，一定の期間，一定の議案について，常時，審
議権を与える こととしたものである 。

臨時の委員〈一般に臨時 委員と称する 。）に経営短期大
学部主事を含めた主旨は，同大学部と本学との現状からし
て，本学における施設の将来計画等は，同 大学部に多大の
影響を与えるものであるので，関係事項の審議には，出席
を認める必要がある ためである 。
0臨時の委員の議決権

臨時の委員に審議権が与えられていることは前述のとお
りである が，議決権は与えられていない。
即ち第6条各項の議決の規定条文は，通常の委員だけを

指すものであり，臨時の委員を含む場合は，その旨規定す
る ことが通例である 。
したがって，第6条にはその旨の規定がないので，通常

の委員で組織する 委員会が認めない限り，議決権は有しな
いものと解される。

統一卒業式の中止

卒業式は例年3月20日に行なっているが，昨 年は全学封
鎖のため中止された。本年はその影響をうけて，4年生の
授業は，3月に入っても行なわれ，その終7も各学部まち
まちであり，また 経済学部が，3月3日無期限ストに入る
など学生の動きも流動的なところから，評議会で統一卒業
式を中止する ことになり，各学部ごとに分散卒業式を行な

よる ところの廃止制定であり，その主た る 改正点は，本学 ｜ うこととなった。
における施設の長期整備計画に関することを所掌事項に合 ｜ その結果，卒業の日は，昭和45年3月30日とし，工学部
めた ことにある 。従前の建築委員会は，当面する 施設の建 ｜ は3月20日，教育学部は3月28日，文理学部，経済学部，
築に関する 審議機関であり，広く本学の施設全般にわたる ｜ 薬 学部は3月30日に，それぞれ卒業証書 を授与する ととも
将来計画について審議する 機関とする には，その目的・性 ｜ に，巻頭に掲載した学長告辞を印刷して，卒業生に配布し
格が大きく変貌する ことになるので，題名，組織，議事等 ｜ た 。
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学 内 の 状 況

一一学生の動きを中心として一一
昨 年11月 教養部のスト解除後， 部分的には期限付きの政
治ストなどがあった か， 学内は一応平静に授業が行なわれ

ましTこ。
本年になってからも， 一部学生の政治集会， デモなどが

あり， 教養部学生大会は， 沖縄全軍労スト 支援のた め， 1
月 22～23の両 日政治 ストを行なった 。

2月 に入札全共闘争の学生自治会から， 文部省 に業務
報告として提出された 「紛争収拾状況 報告書 」の公開要求
があり， 大学は教職員 に配布している「広報」にその全文
を掲載し， 教職員 に周知すると同時に， 公開要求をした 学
生代表 にこれを手渡した 。

3月 3日， 経済学部学生大会が聞かれ（1）安保粉砕， 沖縄
三里塚闘争勝利，（2）紛争報告書に関し， 学長評議会は総退
陣せよ，（3）評議会及び教授会は経済学部人事について自己
批判せよ。 などの3 項目を採択し， 無期限スト に入った 。

3月 20 日， 経済学部団交 において， 自衛官の入試受験が
問題となり， 経済学部教授会の要望によって， 評議会はこ
の問題を検討し， 昨 年 8月 の学生に送付した 7 月 25日の
全学集会（団交 〉資料に関する学長談話の見解を再確認し
Tこ。
入学試験は3月23日， 24 日の両 日， 試験 場を全部学外に

移して行なわれ，平静 に終了した 。
一方， 卒業式は， このような諸般の情勢のた め， 統一卒

業式を中止し， 各学部ごとに分散して行なわれた。
このような， 学生の涜動的な動き に対して， 大学は， 対

策本部会議， 評議会， 教授会などでその対策を検討してい
るものの， 適確， 具体的な方策の見とおしがないまま推移
しており， 事態は楽観を許さない状況 にある。

学内囲碁大会・卓球大会・麻雀大会の開催

囲 碁 大 会
実施年月日 昭和4 5年2月 14 日（土〉午後 1 時～ 8 時30 分
場 所 職員ホーJレ
入 賞 者 A 組 優勝（工学）吉川 和男（初段〉

次勝（教育）高野 兼吉（3段）
三位（教養〉藤被佐九郎（2段〉

B 組 優勝（薬学）土肥 隆三（5扱）
次勝（工学） 村井忠邦〈。〉
三位（薬学〉高木行則（1紐）

C 組 優勝（経理部）奥井三郎（6較）
次勝（ � ）荒屋 克子（8扱）
三位（タ）大坪 力蔵（6級〉

学

卓 球 大 会

実施年月日 昭和4 5年2月 14 日（土）
場 所 小体育館入 賞 優勝 工学チーム

次勝 教育チ｛ム
三位 文理・教養チ戸ム

麻 雀 大 会

実施年月日 昭和4 5年2月 21日（土〉午後1時30 分～5 時
場 所 職員ホール
入 賞 者 優 勝 野崎 富作（経 済）

次 勝 魚住 淳一（経理部）
三 位 堀田 実（附 小〉

富山地区R連盟・囲碁・将棋大会

実施年月日 昭和4 5年2月 21日（土〉午後 1時～ 7時4 0 分
場 所 富山県民会館7階70 6号室
参加機関 囲碁 12機関 4 3名

将棋 5 機関 10名
入 賞

囲碁（A級〉
優勝 富山食糧事務所 岩瀬 通則
次勝 富山大学 藤波佐九郎（教養部）

三勝 公益事業 富山 治夫
囲碁（B扱）

優勝 富山大学 堀 重男（教養部）
次勝 富山営林署 山本 達雄
三位 富山大学 中村 良郎（文 理〉

将棋， 富山大学は4 名の申込みをしていた が都合によ
り1名も出場しなかった 。

教官の外国出張

本年2・3月 における外国出張者は次のとおりである。
所属官職氏名 教育学部 助教授 藤井敏孝
出 張期 間 昭和4 5, 3' 27～昭和4 6, 3' 26 
出 張先国 ドイツ連邦共和国
出 張目的 文部省在外研究員として， 教員養成教育の

基礎的実際的研究を行なう。
学 位 取 得 者

取 得 者 薬学部 助手宮原龍郎
取得学位 薬学博士
取得年月日
学位論文
提出大 学
取 得 者

昭和4 5, 3' 20 
イミダゾロチアミン類およびトリアジノチ
アミン類の抗チアミン作用とその作用機構
大阪大学
教育学部 助教授田中 音

取得学位 理学博士
- 8 -



報

取得年月日 昭和45 , 3 ' 23 
学位論文 びわ湖におけるハスの成長に関する 研究
提出大 学 京都大学

職 員

く新 任 者〉
庶務部庶務課
技能補佐員 原田節枝

教 養 部
事務補佐員 高田 礼子

� 北村 明美

主 要

｜本 部 ｜

消

日

2月5 日 授業料減免選考委員会

J患

誌

6 日 第19 回評議会， 教養部運営協議会
12日 45年度入学者願書受付（2月21日まで）
14日 大学問題対策本部会議

学内囲碁大会・卓球大会
17 日 大学院委員会
1 9 日 富山大学液体窒素製造装置運営委員会
20日 富山大学大学院薬 学研究科製薬 イt学専攻設置に

伴う実地視察
21日 学内マージャン大会

R連盟， 囲碁・将棋大会
23日 レクリエ戸ショ ン委員会
26日 入試管理委員会
27日 教養部運営協議会

第10回協議会， 第20 回評議会
3月1 日 教養部運営協議会

5 日 授業料減免委員会
12日 学寮補導委員会
13日 大学院委員会
14日 大学問題対策本部会議

第11回協議会， 第21回評議会
18 日 大学院委員会
19 日 公務員宿舎委員会
21日 第22回評議会
23・24日 昭和45年度入学者選抜試験
25 日 大学院修士学位記授与式
26日 第23回評議会

｜文理学部｜ 

昭和45年2月・3月
7日 学部制度委員会
9 日 学部図書委員会
12日 学部制度委員会
18日 教授会， 人事教授会
25日 教授会

3月2 13 入学志願者健康診断書審査会
4 日 教授会， 入学志願者調査書審査会
10日 選考委員会
11日 人事教授会
18日 教授会
20日 教授会， 入試実施説明会
23・24 日 入学者選抜試験
30日 卒業証書授与

一一一
2月2日 教務委員会， 教育実習打合会

4 日 人事教授会， 教授会
9 日 附属幼稚園発育検査
12日 人事教授会， 教授会
13日 附属小学校発育検査
14日 附属小学校第l 次選考結果発表
15 日 附属中学校入学者選考
16 日 附属幼稚園 抽選結果発表
17日 附属中学校合格者発表

附属小学校入学志願者抽選会
18日 補導委員会， 人事教授会

附属小学校第2 次選考（抽選）結果発表
19 日 附属小学校スキー大会〈中学年以上）
25 日 人事教授会， 教授会， 附属学校長候補者選挙

3月4日 職業補導委員会
5 日 教務委員会， 人事教授会
7日 教育専攻科入学者選抜試験
10 日 教務・補導合同委員会， 教授会
15 日 附属小学校卒業式
16日 教育専攻科合格者発表， 附属中学校卒業式
1 7 日 教務・補導合同委員会， 附属幼稚園修了式，同

終業式
18 臼 人事教授会
23日 附属中学校終業式
23・24 日 入学者選抜試験
24日 附属小学校終業式
28 日 学部卒業式， 教育専攻科修了式（於学生会館大

ホー1レ〉

｜経済学部1
2月2 日 学部集会（団交 ）

9 日 第22回教務委員会
12日 第23回教務委員会
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18日 学生大会
24日 経済学会委員会
28日 第24回教務委員会

3月3日 第21回教授会， 学生大会（無期限スト〉
4日 第25回教務委員会
7日 第26回教務委員会，経済学会評議会

第22回教授会
10日 学部団交
11日 第23回教授会（持ち廻り）
16日 第24回教授会
18日 人事教授会，学部団交
20日 第25回教授会， 人事教授会
23・24日 入学者選抜試験
26日 第27回教務委員会， 第26回教授会
27日 経済学専攻科入 学者選抜試験
30日 第27回教授会， 卒業証書・修了証書授与

｜薬学部1
2月2日 人事教授会

4日 教授会
12・13日 薬学研究科入学者選抜試験
1 4日 予餓会
18日 教授会
20日 製薬化学専攻設置実地検査
21日 薬学研究科第2 次合格者発表
25日 学部長候補者選挙， 教授会
27日 放射性同位元素応用研究室運営委員会

3月4日 薬品合成化学講座教授選考委員会， 人事教授会
9 日 和漢薬研究施設運営委員会
11白 教授会
14日 飯田教授最終講義
16日 薬学研究科委員会
18日 教授会
23・24日 入学者選抜試験
25日 教授会
30日 卒業証書授与

｜工学部i
2月4 日 一般教授会， 専任教授会，研究科委員会

7 日 専任教授会
26日 工学部将来計画委員会

3月4日 専任教授会
10日 研究科委員会
12日 一般教授会，専任教授会
17日 X線マイクロアナライザー準備委員会
1 9日 一般教授会
20日 一般教授会， 工学部卒業式ならびに壮行会

文部省大学学術局技術教育課 長角井寛氏施設

昭和4 5年2月・3月
視察

23・24日 入学者選披試験
30日 専任教授会， 研究科委員会

｜教養部－1
2月2日 給与委員会

4 日 教授会
9 日 全国国立大学教養（学）部事務長会議（於，九

州大学）
10日 全国国立大学教養（学）部長会議（於九州大学）
14日 教授のみの教授会
17日 教務委員会
18日 教授会
24日 教務委員会， 教養部制度委員会合同委員会
25日 教養部長選挙，教授会
28日 教授のみの教授会

3月1日 教授会
7 日 教授のみの教授会
17日 教務委員会
18日 図書委員会， 教授のみの教授会，教授会

｜附属図書館｜
2月2日 事務打合会

4 日 図書館職員研修会
7 日 図書館職員研修会
16日 事務打合会
19日 長谷附属図書館長任期満7
20日 附属図書館長に杉本新平教授併任発令
23日 事務打合会
24日 図書館職員研修会

3月4～ 11日 図書館職員研修会
16日 商議会18日 図書館職員研修会
20日 事務打合会
25日 図書館職員研修会

｜経営短期大学部｜
2月2～ 7 日 期末試験9 ～ 4月11日 春季休業

21日 予館会（学生会館）
24日 第17回教授会
26日 追・再試験3月6 日 入学問題作成委員会， 入学志願者調査書審査7日 入学志願者健康診断書審査
10日 第18回数授会
13日 九州大学岡本教官来学
17日 入学者選抜試験20日 第 9 回卒業式（商工会議所大ホール ）
25日 編入学試験27日 第19回教授会， 入試合格者・編入学合格者発表
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